
【学術大会長の選任規程】

公益社団法人日本放射線腫瘍学会定款細則第２６

条の定めに則り、学術大会長の選任手続きを以下

の如く定める。 

（被選挙権） 

第１条 学術大会長は大会開催年の３月３１日に

６５歳未満の正会員でなければならない。 

（選挙権） 

第２条 大会長選挙の選挙権は、社員（代議員）が

これを有する。 

（選出・選任方法） 

第３条 大会長に立候補する者は、大会長選挙管

理委員会の定めに従って、委員会宛に立

候補を届出なければならない。 

２．選挙は単記による無記名投票とし、社員

総会（＝代議員会）にて行う。 

３．最上位者に得票の同数者が生じた場合は、

年長の者を以て得票数一位者とする。 

４．選挙管理委員会は結果を社員総会に報告

する。 

５．社員総会は得票数一位者を、大会長候補

者として推挙する。 

６．立候補者が１名の場合は大会長候補者と

しての推挙に係る表決を行う。 

７．理事会は社員総会で推挙された候補者を

大会長に選任する。 

（選挙管理委員会） 

第４条 大会長選挙に関して大会長選挙管理委員

会を設ける。  

２．選挙管理委員会は、理事会の指名する３

名の委員によって構成される。  

３．選挙管理委員会は、選挙に関する事務処

理から選挙結果の公表までの全ての責任

を負う。  

４．選挙管理委員会の委員名は会員に公表さ

れる。 

（大会長選挙の日程）  

第５条 大会長選挙に関する日程は理事会におい

て定める。 

（規程の改廃） 

第６条 本規程の改廃は理事会の議により行う。 

 

（附則） 

第７条 本規程は平成 21 年 8 月 1 日から施行す

る。 

平成 21年 9月 16日一部改訂。 

平成 26年 1月 11日一部改訂。 

 


